
令和７年度概算要求額 28百万円（１百万円）

長官官房 参事官（総合政策担当）こども・若者意見反映調査研究

事業の目的

⚫ こども大綱においては「こどもや若者の社会参画や意見反映に関する調査研究を推進する。こども・若者の社会参画、意見反映の

プロセスやその結果に係る評価について、仕組みの構築に向けて取り組む。」とされている。

⚫ また、こどもまんなか実行計画2024においては「こども・若者参画及び意見反映専門委員会の議論を踏まえつつ、こどもや若者の

社会参画や意見反映に関する必要な調査研究を実施する。」とされている。

⚫ これらを踏まえ、こどもや若者の意見反映を促進するため、調査研究を行う。

事業の概要

⚫ 令和６年３月に策定した「こども・若者の意見の政策反映に向けたガイドライン」の改訂を見据え、これまでの意見反映・社会

参画に関する調査研究において別途考慮すべき事項であるとされていた論点の一つである、「非常時の取扱い」に関連して、主に

自然災害時を念頭に、非常時のこども・若者の意見聴取・意見反映について、国内外の取組状況等を文献調査やヒアリングを通じ

て調査研究する。また、こども・若者の意見反映等に知見を有する有識者や自治体関係者、非常時における支援者等による会議に

おいて、調査結果に基づきその在り方や実施や自己点検に当たっての留意事項等を検討する。

実施主体等

【実施主体】国（委託）

1

拡充

資料5-1


	スライド 1

